
平成１７年７月２１日判決言渡　同日原本交付　裁判所書記官
平成１６年(ワ)第１０５４１号　特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日　平成１７年４月１８日
                          判　　　　　　　　　決
                  原　　　　　　告　　　　港製器工業株式会社
                  訴訟代理人弁護士　　　　松　　　本　　　　　　　司
                  　　　　　　　　　　　　佐　　　藤　　　　　　　潤
                  補佐人弁理士　　　　　　森　　　　　　　義　　　明
                  被　　　　　　告　　　　三伸機材株式会社
                  訴訟代理人弁護士　　　　中　　　島　　　和　　　雄
                  補佐人弁理士　　　　　　山　　　崎　　　哲　　　男
                          主　　　　　　　　　文
        １　原告の請求をいずれも棄却する。
        ２　訴訟費用は原告の負担とする。
                          事　実　及　び　理　由
第１　請求
  １　被告は，別紙物件目録記載の製品を製造し，貸与してはならない。
  ２　被告は，前項記載の製品を廃棄せよ。
  ３　被告は，原告に対し，金１０００万円及びこれに対する平成１６年９月１日
から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
    　本件は，発明の名称を「鉄骨柱の傾き調整装置および鉄骨柱の傾き調整方
法」とする後記特許権を有する原告が，被告製品は原告の有する同特許権に係る特
許発明（請求項１）の技術的範囲に属すると主張して，被告に対し，被告製品の製
造・貸与の差止め及び廃棄を求めるとともに逸失利益の損害賠償を請求している事
案である。
  １　当事者間に争いのない事実等（末尾に証拠の掲記のない事実は当事者間に争
いがない。）
  　(1)　原告の有する特許権
      　原告は，次の特許権（以下「本件特許権」といい，その請求項１の発明を
「本件発明」という。）をオカモト産業株式会社（以下「オカモト産業」とい
う。）と共有している（甲１，２）。
        優先日　平成１２年４月１２日（特願２０００－１１０４６６号）
        出願日　平成１２年６月１６日（特願２０００－１８１９７０号）
        登録日　平成１５年１０月３１日（特許第３４８７８１２号）
        発明の名称　鉄骨柱の傾き調整装置および鉄骨柱の傾き調整方法
        特許請求の範囲　別紙特許公報（甲２。以下「本件公報」という。）【請
求項１】該当欄記載のとおり
  　(2)　本件発明の構成要件
  　　　本件発明は，次の構成要件に分説できる。
      Ａ①　鉛直に立設された一の鉄骨柱（６０）の端部と，該端部に対向する他
の鉄骨柱（８０）の端部との周面にそれぞれ設けられたエレクションピース（９
０，９０）を連結する連結体（１）に，
        ②　前記両鉄骨柱（６０，８０）のエレクションピース（９０，９０）間
の距離を押し広げる屈曲自在の押圧手段（４０）が設けられ，
      Ｂ　該押圧手段（４０）は，
        ①　前記連結体（１）に回転自在に支持された可動レバー（４１）と，
        ②　該可動レバー（４１）の先端部に連結され，且つ，前記鉄骨柱（６
０，８０）のエレクションピース（９０，９０）側にガイドされながら移動する押
圧レバー（４２）と，
        ③　前記可動レバー（４１）と押圧レバー（４２）との連結部をエレクシ
ョンピース（９０，９０）の接離方向に対して直交する方向に押圧する調整ボルト
（２５）とを有し，
      Ｃ　前記押圧レバー（４２）が，調整ボルト（２５）から入力される押圧力
によって，前記他の鉄骨柱（８０）のエレクションピース（９０）を押圧すると共
に，前記両鉄骨柱（６０，８０）のエレクションピース（９０，９０）間の距離を
調整してなる
      Ｄ　ことを特徴とする鉄骨柱の傾き調整装置。



    (3)　被告の行為
        被告は，平成１６年７月ころから別紙物件目録記載の製品（以下「被告製
品」という。）を製造し，これを工事施工業者に貸与している。
      　被告製品は，本件発明の構成要件Ａ①及び②，構成要件Ｂ①及び②，並び
に構成要件Ｄを充足する。
  ２　争点
    (1)　被告製品は，本件発明の構成要件Ｂ③を充足するか。
    (2)　被告製品は，本件発明の構成要件Ｃを充足するか。
    (3)　原告の損害
第３　争点に関する当事者の主張
　１　争点(1)（構成要件Ｂ③の充足性）について
　　【原告の主張】
　　(1)　本件発明の構成要件Ｂ③は「前記可動レバー（４１）と押圧レバー（４
２）との連結部をエレクションピース（９０，９０）の接離方向に対して直交する
方向に押圧する調整ボルト（２５）とを有し」である。
　　　　これに対応する被告製品の構成は，別紙物件目録記載の「構成」欄のｂ③
のとおり「前記可動レバー（４１ａ）と押圧レバー（４２ａ）との連結部（Ｑ１）
に設けられ，連結部（Ｑ１）において前記可動レバー（４１ａ）と押圧レバー（４
２ａ）とを回動可能に連結する連結軸（ｑ１）が側面に突設され，かつ該連結軸
（ｑ１）に直交する挿入孔（ｔ）を備えたセンターホールブロック（ｈ１）と」及
びｂ⑦「前記可動レバー（４１ａ）（４１ｂ）及び押上レバー（４２ａ）（４２
ｂ）は，前記押上ボルト（２６）及びセンターホールブロック（ｈ１）を挟んで対
称の位置に二組設けられ」である。
　　　　被告製品の可動レバー（４１ａ）（４１ｂ），押圧レバー（４２ａ）（４
２ｂ）及び押上ナット（２５）は，それぞれ本件発明の可動レバー（４１），押圧
レバー（４２）及び調整ボルト（２５）に相当する。
　　　　したがって，被告製品は，構成要件Ｂ③を充足する。
    (2)　被告は，本件発明の「調整ボルト（２５）」が機械用語の「ボルト」の範
ちゅうに属するのに対し，被告製品の「押上ナット（２５）」は機械用語のナット
の範ちゅうに属するから本件発明の「調整ボルト（２５）」に該当せず，被告製品
は構成要件Ｂ③を充足しない旨主張する。
　　　　しかし，以下のとおり，被告製品の「押上ナット（２５）」は，本件発明
の「調整ボルト（２５）」と実質同一である。
      ア　「ボルト」とは，「金属丸棒の一端にねじを切り，普通は他端に直径よ
り大きな四角，六角などの頭をつけたもの。植込みボルトのように，頭のないもの
もある。ナットとともに部品の締付け・結合に用いる。」（広辞苑第五版），又は
「直径の比較的大きな雄ねじ。ナットと組み合わせ，鉄材などの締め付けや固定に
用いる。」（大辞泉）と説明され，他方，「ナット」とは「ボルトにはめて物を締
め付けるために用いるもの。多くは六角形で，内面にねじが切ってある。普通ナッ
トのほかに座付・面取・袋・蝶など種々の型ナットがある。」（広辞苑第五版），
又は「ボルトと組み合せて，物を締め付けるのに用いる機械部品。ふつう外形が六
角形で，中央の穴の内面に雌ねじが切ってある。」（大辞泉）と説明されているよ
うに，ボルトとナットとは，両者協働して物を締め付け，結合させる部品である。
そして，本件発明は，その第一実施形態で「その連結部の屈曲角度の調整は，上述
した前記他方の板体１ｂの突設部２０のねじ孔２１に螺合する調整ボルト２５によ
り行われる」（本件公報【００３７】）と説明されているように，ナットに相当す
る「ねじ孔（２１）」に「調整ボルト（２５）」を締め付けることにより，押圧レ
バー（４２）に押圧力を入力しているのであるが，被告製品においても「押上ナッ
ト（２５）」を「押上ボルト（２６）」に締め付けることにより押圧レバー（４２
ａ）に押圧力を入力していることに変わりはない。
　　　イ　したがって，被告製品の「押上ナット（２５）」と本件発明の「調整ボ
ルト（２５）」におけるナットとボルトという相違は，課題解決のための具体的手
段における微差にすぎない。
　【被告の主張】
　　(1)　本件発明の「調整ボルト（２５）」は，原告が引用する辞書類の定義に示
されている本来の意味における機械用語としての「ボルト」の範ちゅうに属する部
材でなければならない。上記辞書類によれば，「ボルト」は「ナットとともに部品
の締付け・結合に用いる」（広辞苑第五版）又は「ナットと組み合せ，鉄材などの



締め付けや固定に用いる」（大辞林）というのであり，その組合せの相手方として
常に「ナット」を予定している。そして，本件発明の「調整ボルト（２５）」は，
「ねじ孔（２１）」に螺合して「連結部の屈曲角度の調整」を行うものであり（本
件公報【００３７】），「ねじ孔（２１）」がナットに相当するものであるから，
「調整ボルト（２５）」は本来的に「ボルト」でなければならない。
　　(2)　これに対し，原告が被告製品においてこれに対応すると主張する「押上ナ
ット（２５）」は，調整目的で左右に回転させる部材であることを否定するもので
はないが，その内部には雌ねじが形成されていて，「押上ボルト（２６）」先端部
のねじ部（２６ｂ）が螺合しているから，機械用語にいう「ナット」の範ちゅうに
属する部材であって，「ボルト」の範ちゅうに属するものではない。また，被告製
品の「押上ナット（２５）」は，「金属丸棒」（広辞苑第五版）でもなく，雄ねじ
（大辞林）を有しているわけでもないから，そもそも「ボルト」の定義に当てはま
らない部材であり，むしろ，その内部には雌ネジが形成されていて，「押上ボルト
（２６）」先端部のネジ部（２６ｂ）が螺合しているから，「ナット」に分類され
る部材であることが明らかである。
　　　　よって，被告製品の「押上ナット（２５）」は，本件発明の「調整ボルト
（２５）」に該当しない。
    (3)　原告は，被告製品の「押上ナット（２５）」は本件発明の「調整ボルト
（２５）」と実質同一である旨主張する。
    　　しかし，本件発明も被告製品も，ともにボルトをナットに締め付けること
により押圧レバーに押圧力を入力する点において共通するとしても，前記のとお
り，被告製品のボルトである「押上ボルト（２６）」は，頭部が連結部（Ｑ２）に
固定されていて調整機能を有しない上，その先端部が「押上ナット（２５）」の中
空穴の中に完全に収まっていて，その先端部で連結部（Ｑ１）を押圧することがで
きない。これらの点で，被告製品の「押上ボルト（２６）」は，本件発明の「調整
ボルト（２５）」とは機能が全く異なる上，被告製品の「押上ナット（２５）」は
独立の部材であって，本件発明のように板体（１ｂ）に設けられた「ねじ孔（２
１）」とは異なるのであるから，両者を実質同一ということはできない。
　　(4)　よって，被告製品は，本件発明の構成要件Ｂ③を充足しない。
　２　争点(2)（構成要件Ｃの充足性）について
    【原告の主張】
    (1)  本件発明の構成要件Ｃは「前記押圧レバー（４２）が，調整ボルト（２
５）から入力される押圧力によって，前記他の鉄骨柱（８０）のエレクションピー
ス（９０）を押圧すると共に，前記両鉄骨柱（６０，８０）のエレクションピース
（９０，９０）間の距離を調整してなる」というものである。
　　　　被告製品のこれに該当する構成は，別紙物件目録記載のｃのとおり，「該
押上ナット（２５）を回転させ押上ボルト（２６）を螺合させることにより，押上
ナット（２５）がセンターホールブロック（ｈ１）を介して連結部（Ｑ１）を連結
部（Ｑ２）の方向に押圧するとともに，押上ボルト（２６）に押上ナット（２５）
方向の力を発生させ，押上ボルト（２６）頭部（ｈ２）に支えられた連結部（Ｑ
２）を押上ナット（２５）方向に引寄せて連結部（Ｑ１）と連結部（Ｑ２）を相互
に近接させることにより，押上ブロック（４３）を支点軸（Ｐ）から離間させ，前
記他の鉄骨柱（８０）のエレクションピース（９０）を押圧すると共に，前記両鉄
骨柱（６０，８０）のエレクションピース（９０，９０）間の距離を調整してな
る」である。
      　このように，被告製品は，押上ナット（２５）を回転させることにより入
力される押圧力によって，連結部（Ｑ２）をエレクションピース（９０）の接離方
向に対し直交する方向に押圧することになり，その結果，押圧レバー（４２ａ，４
２ｂ）が押上ブロック（４３）を支点軸（Ｐ）から離間させる構造であり，本件発
明と作用する押圧力の方向が同一であるから，被告の主張するように本件発明と異
なるメカニズムを有するものではない。被告製品は，本件発明に可動レバー（４１
ｂ）と押圧レバー（４２ｂ）をそれぞれ付加した構成にすぎない（本件発明に対す
る利用発明）。すなわち，被告製品から可動レバー（４１ｂ）と押圧レバー（４２
ｂ）を取り除いた場合でも，押上ナット（２５）を回転させることによって押圧力
を入力すると，押上ブロック（４３）がガイド長孔（Ｇ）に沿って支点軸（Ｐ）か
ら離間する方向に移動することにより，エレクションピース（９０）が押圧され
る。
　　　　したがって，被告製品は構成要件Ｃを充足する。



    (2)　なお，被告主張の意見書の主張は，引用文献３（特開平０９－２５６６８
１号公報。以下「乙１公報」という。）の発明と本件発明との相違点を説明したも
のにすぎず，本件発明の技術的範囲を上記の第一実施形態に限定するような手続補
正をしたものではない。　
    【被告の主張】
　　(1)　本件発明の構成要件Ｃは，「前記押圧レバー（４２）が，調整ボルト（２
５）から入力される押圧力によって，前記他の鉄骨柱（８０）のエレクションピー
ス（９０）を押圧すると共に，前記両鉄骨柱（６０，８０）のエレクションピース
（９０，９０）間の距離を調整してなる」というものである。
      　争点(1)主張のとおり，被告製品は，本件発明の構成要件Ｃの必須要件であ
る「調整ボルト（２５）」に該当する部材を有しないから，既にこの点において構
成要件Ｃを充足しない。原告は，被告製品は本件発明に可動レバー（４１ｂ）と押
圧レバー（４２ｂ）をそれぞれ付加した構成にすぎないとも主張するが，必須要件
である「調整ボルト（２５）」に対応する部材を欠くから，利用関係も成立しな
い。
      　また，被告製品では，押上ナット（２５）を回転させると，その内部に螺
合している押上ボルト（２６）の螺合が進行して，押上ボルト（２６）の頭部（ｈ
２）に支えられている連結部（Ｑ２）を連結部（Ｑ１）の側に引き寄せることとな
る一方，その引寄力の反力によって，押上ナット（２５）がセンターホールブロッ
ク（ｈ１）を介して連結部（Ｑ１）を押圧することになり，その結果，連結部（Ｑ
１）と連結部（Ｑ２）が相互に近接する方向に移動して，両押圧レバー（４２ａ，
４２ｂ）が押上ブロック（４３）を支点軸（Ｐ）から離間させて，他の鉄骨柱（８
０）のエレクションピース（９０）を押圧するとともに，両鉄骨柱（６０，８０）
のエレクションピース（９０，９０）間の距離を調整するものである。
      　このように，被告製品は，単に「調整ボルト（２５）」が連結部に押圧力
を入力するだけの本件発明とは全く異なるメカニズムにより押圧レバーに押圧力を
付与するものであるから，本件発明の構成要件Ｃを充足しない。
    (2)  本件発明の構成要件Ｃには「調整ボルト（２５）から入力される押圧力」
が，可動レバー（４１）と押圧レバー（４２）の連結部に入力される場合の具体的
態様についての記載はない。しかし，本件発明の出願経過によれば，平成１５年３
月１４日発送の拒絶理由通知において，２部材間の距離を調節する手段として，回
転自在に支持されたレバー及び押圧手段からなるものは引用文献３（乙１公報）に
記載されていると指摘されたのに対し，本件発明の共同特許出願人であるオカモト
産業は，平成１５年５月１３日受付の意見書（乙３）において，「本願発明は，調
整ボルト（２５）が可動レバー（４１）と押圧レバー（４２）との連結部を押圧す
る構成であり，調整ボルト（２５）の端面で両レバー（４１，４２）の連結部を移
動させるものであり，全く構成が異なります」と主張して特許査定を得ている。
    　　上記によれば，「押上ナット（２５）」及び「押上ボルト（２６）」いず
れの「端面」でも両レバーの連結部を移動させるものではない被告製品は，出願経
過において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるというべきであっ
て，本件発明の技術的範囲に属すると主張することは出願経過禁反言の法理に抵触
し許されない。
      　ちなみに，被告製品の「押上ナット（２５）」が本件発明の「調整ボルト
（２５）」と実質同一であるとの原告の主張を前提としても，被告製品において連
結部（Ｑ１）を押圧しているのは，センターホールブロック（ｈ１）であって，
「押上ナット（２５）」の端面ではない。
　３　争点(3)（原告の損害）
　　【原告の主張】
　　　被告は，被告製品を約１０００個製造し，平成１６年７月初旬より工事施工
業者に有償で貸与（リース）している。
　　　原告は，本件発明の実施品を製造し，リース業者に販売しているところ，そ
の利益単価は２万円（販売単価３万８０００円，経費単価約１万８０００円）であ
る。
　　　よって，原告は被告に対し，本件特許権の共有持分２分の１を乗じた１００
０万円（２万円×１０００個×１／２）の損害賠償請求権を有する。
　　【被告の主張】
　　　被告製品の製造個数は，５００個である。
　　　原告の利益単価，販売単価，経費単価については不知。



　　　原告が被告に対し損害賠償請求権を有することについては争う。
第４　争点(2)に対する判断
  １　まず，争点(2)（構成要件Ｃの充足性）について判断する。
    (1)　本件発明の構成要件Ｃは，「前記押圧レバー（４２）が，調整ボルト（２
５）から入力される押圧力によって，前記他の鉄骨柱（８０）のエレクションピー
ス（９０）を押圧すると共に，前記両鉄骨柱（６０，８０）のエレクションピース
（９０，９０）間の距離を調整してなる」というものである。そして，本件明細書
の【０１０４】には，本件発明の効果に関して，「連結体に回転自在に支持された
可動レバーと，該可動レバーに連結された押圧レバーとの屈曲を，入力される押圧
力によって調整するようにすれば，鉄骨柱の傾き調整が容易に行え，作業性の効率
化を図るのに有効である。」との記載がある。そうすると，本件発明は，連結体
（１）に回転自在に支持された可動レバー（４１）と，該可動レバーに連結された
押圧レバー（４２）との屈曲を，調整ボルト（２５）から可動レバー（４１）と押
圧レバー（４２）の連結部に入力される押圧力によって調整することにより，鉄骨
柱の傾き調整を容易に行えるようにしたものであると認められる。
      　そして，調整ボルト（２５）が連結部に押圧力を入力する機構に関して
は，本件明細書の【００３７】に「押圧手段（４０）は屈曲自在であり，その連結
部の屈曲角度の調整は，上述した前記他方の板体（１ｂ）の突設部（２０）のねじ
孔（２１）に螺合する調整ボルト（２５）により行われる」との記載があることか
ら，固定部材である板体（１ｂ）を力の受け部として，その突設部（２０）に設け
られたねじ孔（２１）から調整ボルト（２５）が突出し，調整ボルト（２５）と板
体（１ｂ）のねじ孔（２１）との間のネジ機構により調整ボルトが可動レバーと押
圧レバーの連結部を押圧して可動レバーと押圧レバーとの屈曲角度を変動させるも
のであると認められる。
    (2)　ところで，後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認めら
れる。
    　ア　原告は，平成１２年６月１６日，本件発明につき，オカモト産業と共同
で特許出願した（甲１，２）。
    　イ　特許庁審査官は，本件特許出願につき，以下のとおり記載した平成１５
年３月５日付けの拒絶理由通知書（乙２）を同月１４日に発送した。本件発明は，
出願前に日本国内又は外国において頒布された特開平１１－３０３４０６号公報，
特開平０８－１８９２０１号公報及び乙１公報に記載された発明に基づいて，その
出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明
をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受ける
ことができない。また，２部材間の距離を調整する手段として，回転自在に支持さ
れたレバー及び押圧手段からなるものは引用文献３（乙１公報）にも記載されてい
る，と。
    　　　そして，乙１公報には，大リンクと小リンクによって構成される平行リ
ンクとこの平行リンクを起伏させる送りネジ機構を有するジャッキ機構が開示され
ており，そのネジ機構の作用については，中実角材のねじ穴と角パイプ中央に設け
られたきり穴を貫通する寸切りボルトの中実角材側の突出軸に溶着されたナットを
操作して，送りねじ作用によって中実角材と角パイプとが互いに近づいたり遠のい
たりし，大リンクを介して中実角材側の小リンクがリンクシャフトを軸にして回動
して平行リンクが起伏し，上枠が下枠に対して昇降するとの記載がある（乙１）。
    　ウ　そこで，共同特許出願人であるオカモト産業は，手続補正書を提出して
本件公報記載のとおりに明細書を補正するとともに，意見書（乙３）を提出し，乙
１公報に記載されたジャッキ機構は，ねじ機構によってリンクを起伏させるという
作用において，本件発明の押圧手段（４０）と共通しているが，本件発明は，調整
ボルト（２５）が可動レバー（４１）と押圧レバー（４２）との連結部を押圧する
構成であり，調整ボルト（２５）の端面で両レバー（４１，４２）の連結部を移動
させるものであり，全く構成が異なる旨及び本件発明は引用文献１ないし引用文献
３に開示された発明とは異質のものであり，また各引用発明の単なる寄せ集めでは
なく，各引用発明に基づいて容易に想到できるものとはいえない旨述べた（乙
３）。
    　エ　本件発明は，平成１５年９月１９日に特許査定され，平成１５年１０月
３１日に登録された（甲１，２，乙４）。
    (3)　上記(2)認定の出願経過によれば，共同特許出願人であるオカモト産業
は，上記意見書において，本件発明の押圧手段（４０）と乙１公報記載のジャッキ



機構との差異の説明として，本件発明の押圧手段は調整ボルト（２５）の端面で可
動レバー（４１）と押圧レバー（４２）との連結部を押圧する構成であり，２部材
間のねじ機構によってリンクを押し引きしてリンクの屈曲を変更することにより昇
降するというジャッキ機構とは異なる構成である，と明確に述べたものである。そ
して，これに基づいて本件発明が特許として成立したことが認められる。上記意見
書は，原告とオカモト産業との共通の特許出願代理人によって作成提出されてお
り，これが原告の意に反して作成提出された等の特段の主張立証がない本件におい
ては，出願経過禁反言の法理に照らし，原告が本件訴訟において上記意見書と異な
る主張をすることが許されると解すべき根拠はない。したがって，本件発明の構成
要件Ｃの「押圧レバー（４２）が，調整ボルト（２５）から入力される押圧力によ
って，前記他の鉄骨柱（８０）のエレクションピース（９０）を押圧する」原理と
しては，少なくとも乙１公報記載のような２部材間のねじ機構によってリンクを押
し引きしてリンクの屈曲を変更することにより昇降するというジャッキ機構を含ま
ないものと解するのが相当である。
　　(4)　以上の認定判断に基づき，被告製品の構成を本件発明と対比する。
　      別紙物件目録のｂ④及び⑤並びにｃによると，被告製品の「押上ナット
（２５）」は「押上ボルト（２６）」と螺合しており，両者がねじ係合をして互い
の距離を相対的に近づけることで可動レバー（４１ａ）と押圧レバー（４２ａ）と
の連結部（Ｑ１）に設けられ連結軸（ｑ１）が側面に突設されたセンターホールブ
ロック（ｈ１）に軸受（Ｊ）を介して押圧力を付与する作動装置として機能するも
のであり，その作用は可動レバーと押圧レバーとの連結部を押圧して可動レバーと
押圧レバーとの屈曲を変更してエレクションピースの距離を調整するものであるか
ら，被告製品における押上ナット（２５）と可動レバー（４１ａ）と押圧レバー
（４２ａ）の関係は，機能的には本件発明における調整ボルト（２５）と可動レバ
ー（４１）と押圧レバー（４２）の関係に相当する。
　　　　しかし，被告製品における押圧手段の構造は，２部材（押上ナットと押上
ボルト）間のねじ機構により，２つの可動レバー（４１ａ・４１ｂ）と２つの押圧
レバー（４２ａ・４２ｂ）から成るリンクの２つの連結部（Ｑ１・Ｑ２）を押し引
きして，リンクの屈曲を変更することにより昇降するジャッキ機構に該当するもの
であると認められ，このようなジャッキ機構は，上記説示のとおり本件発明の構成
要件Ｃに含まれないものというべきである。
　　　　したがって，被告製品は，本件発明の構成要件Ｃを充足しない。
　２　以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，被告製品は本件発
明の技術的範囲に属しないから，被告製品の製造及び貸与が本件特許権を侵害する
ことを前提とする原告の請求は，いずれも理由がないからこれを棄却することと
し，主文のとおり判決する。　　　
　
　　大阪地方裁判所第２１民事部

          　　　　　　裁判長裁判官      田　　　　中　　　　俊　　　　次

　　　　　　　　　　　　　　裁判官　　　髙　　　　松　　　　宏　　　　之

                            裁判官　　　西　　　　森　　　　み　 ゆ　 き

（別紙）
                                物件目録
製品名　　鉄骨柱調整冶具「鉄人」
図面の説明
　図面１　被告製品の正面図
　図面２　図１の右側面図
　図面３　図１の中央断面図
　図面４　図１のＷ－Ｘ－Ｙ－Ｚ線断面図
　図面５　被告製品の要部中央断面図
構成



ａ①　鉛直に立設された一の鉄骨柱（６０）の端部と，該端部に対向する他の鉄骨
柱（８０）の端部との周面にそれぞれ設けられたエレクションピース（９０，９
０）を連結する連結体（１）に
　②　前記両鉄骨柱（６０，８０）のエレクションピース（９０，９０）間の距離
を押し広げる屈曲自在の押圧手段（４０）が設けられ，
ｂ　該押圧手段（４０）は，
　①　前記連結体（１）に支点軸（Ｐ）にて回転自在に支持された一対の可動レバ
ー（４１ａ）及び可動レバー（４１ｂ）と，
　②　該可動レバー（４１ａ）（４１ｂ）の各先端部にそれぞれ連結され，且つ，
連結体（１）の両側面に形成されたガイド長孔（Ｇ）に沿って前記鉄骨柱（６０，
８０）のエレクションピース（９０，９０）側にガイドされながら移動する一対の
押圧レバー（４２ａ）及び押圧レバー（４２ｂ）と，
　③　前記可動レバー（４１ａ）と押圧レバー（４２ａ）との連結部（Ｑ１）に設
けられ，連結部（Ｑ１）において前記可動レバー（４１ａ）と押圧レバー（４２
ａ）とを回動可能に連結する連結軸（ｑ１）が側面に突設され，かつ該連結軸（ｑ
１）に直交する挿入孔（ｔ）を備えたセンターホールブロック（ｈ１）と，
　④　前記可動レバー（４１ｂ）と押圧レバー（４２ｂ）との連結部（Ｑ２）に設
けられ，連結部（Ｑ２）において前記可動レバー（４１ｂ）と押圧レバー（４２
ｂ）とを回動可能に連接する連結軸（ｑ２）が側面に突設された頭部（ｈ２）と，
前記センターホールブロック（ｈ１）の挿入孔（ｔ）に挿入され先端側にネジ部が
形成された軸部（２６ａ）とを備えた押上ボルト（２６）と，
　⑤　該押上ボルト（２６）のネジ部（２６ｂ）に螺合され，センターホールブロ
ック（ｈ１）の前記押上ボルト（２６）の先端側に設けられた軸受（Ｊ）及びワッ
シャ（Ｗ）を介して，センターホールブロック（ｈ１）に当接する押上ナット（２
５）と，
　⑥　前記押圧レバー（４２ａ）と押圧レバー（４２ｂ）を，連結部（Ｑ３） にお
いて回動可能に連接する連結軸（ｑ３）が側面に突設された押上ブロック（４３）
とを有し，
　⑦　前記可動レバー（４１ａ）（４１ｂ）及び押圧レバー（４２ａ）（４２ｂ）
は，前記押上ボルト（２６）及びセンターホールブロック（ｈ１）を挟んで対称の
位置に二組設けられ，
ｃ　該押上ナット（２５）を回転させ押上ボルト（２６）を螺合させることによ
り，押上ナット（２５）がセンターホールブロック（ｈ１）を介して連結部（Ｑ
１）を連結部（Ｑ２）の方向に押圧するとともに，押上ボルト（２６）に押上ナッ
ト（２５）方向の力を発生させ，押上ボルト（２６）頭部（ｈ２）に支えられた連
結部（Ｑ２）を押上ナット（２５）方向に引寄せて連結部（Ｑ１）と連結部（Ｑ
２）を相互に近接させることにより，押上ブロック（４３）を支点軸（Ｐ）から離
間させ，前記他の鉄骨柱（８０）のエレクションピース（９０）を押圧すると共
に，前記両鉄骨柱（６０，８０）のエレクションピース（９０，９０）間の距離を
調整してなる
ｄ　ことを特徴とする鉄骨柱の傾き調整装置

図１～図５


